
国
民
健
康
保
険
税

　

納
税
通
知
書
は
、
７
月
15
日
に
国
保

加
入
者
世
帯
の
世
帯
主
に
発
送
し
ま
す

の
で
、納
期
限
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

※
税
額
算
出
や
納
付
方
法
な
ど
は
、
納

税
通
知
書
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
年
金
か
ら
特
別
徴
収
さ
れ
る
保
険
税

を
口
座
振
替
に
変
更
で
き
ま
す

　

特
別
徴
収
の
方
は
、
年
金
か
ら
天
引

き
す
る
特
別
徴
収
か
ら
口
座
振
替
に
よ

る
普
通
徴
収
に
、
納
付
方
法
を
変
更
で

き
ま
す
。

※
納
付
書
に
よ
る
普
通
徴
収
に
は
変
更

で
き
ま
せ
ん
。
納
付
方
法
の
変
更
は
２

か
月
以
上
か
か
り
、
７
月
中
に
申
請
す

る
と
、
10
月
年
金
支
給
分
の
特
別
徴
収

を
停
止
し
、
10
月
か
ら
口
座
振
替
を
開

始
し
ま
す
。詳
し
い
手
続
き
の
方
法
は
、

広
報
さ
ん
む
３
月
号
８
頁
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

■
倒
産
な
ど
で
職
を
失
っ
た
失
業
者
へ

　

の
軽
減
制
度

　

倒
産
・
解
雇
・
雇
い
止
め
な
ど
で
職
を

失
っ
た
失
業
者
で
雇
用
保
険
受
給
資
格

者
証
を
お
持
ち
の
方
は
、申
請
に
よ
り
保

険
税
の
軽
減
を
受
け
ら
れ
ま
す
。　

　

軽
減
は
、離
職
日
の
翌
日
か
ら
翌
年
度

末
ま
で
、前
年
の
給
与
所
得
を
１
０
０
分

の
30
と
み
な
し
て
保
険
税
を
算
定
し
ま

す
。対
象
者
は
、雇
用
保
険
受
給
資
格
者

証
の
離
職
理
由
コ
ー
ド
が
11
、
12
、
21
、

22
、
23
、
31
、
32
、
33
、
34
で
求
職
者
給

付
（
基
本
手
当
等
）
を
受
け
る
方
で
す
。

短
期
雇
用
特
例
被
保
険
者
や
65
歳
到
達

日
以
後
に
離
職
さ
れ
た
方
は
対
象
と
な

り
ま
せ
ん
。

※
軽
減
を
受
け
る
に
は
、
雇
用
保
険
受

給
資
格
者
証
と
印
鑑
が
必
要
で
す
。

　
　

課
税
課
市
民
税
係　

☎
（80）
1
2
8
1

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

■
保
険
証
の
更
新

　

8
月
か
ら
お
使
い
い
た
だ
く
保
険
証

は
７
月
中
旬
以
降
順
次
、
簡
易
書
留
郵

便
で
発
送
し
ま
す
。

■
保
険
証
の
負
担
割
合

　

保
険
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
医
療
機

関
の
窓
口
で
負
担
い
た
だ
く
割
合
に
は

「
３
割
」と「
１
割
」の
２
種
類
あ
り
ま
す
。

　

「
３
割
」の
方
で
次
の
要
件
の
ど
ち
ら

か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
申
請
後
「
１

割
」に
変
更
と
な
り
ま
す
。手
続
き
な
ど

の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
市
役
所
市
民
課

高
齢
者
医
療
年
金
係
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

１
．
世
帯
に
被
保
険
者
が
１
人
で
、
前
年

　
　

の
収
入
が
３
８
３
万
円
未
満
の
場
合

２
．
世
帯
に
被
保
険
者
を
含
め
70
歳
以

　
　

上
の
方
が
複
数
い
る
場
合
、
そ
の

　
　

方
々
の
前
年
の
収
入
の
合
計
が
、

　
　

５
２
０
万
円
未
満
の
場
合

■
保
険
料
額
の
決
定

　

平
成
23
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
は
郵
送
で
各
被
保
険
者
に
お
知
ら

せ
し
ま
す
。
保
険
料
の
お
支
払
い
方
法

（
年
金
天
引
き
・
窓
口
納
付
・
口
座
振
替
）

に
よ
り
通
知
内
容
な
ど
が
異
な
り
ま
す

の
で
、ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
75
歳
以
上

（
申
請
に
よ
り
一
定
の
障
が
い
の
あ
る

方
は

65
歳
以
上
）の
方
が
加
入
す
る
健

康
保
険
制
度
で
す
。こ
の
制
度
で
は
、加

入
者
一
人
ひ
と
り
が
保
険
料
を
負
担
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。
負
担
い
た
だ
い
た

保
険
料
は
、
医
療
費
の
一
部
と
し
て
使

わ
れ
る
大
切
な
財
源
で
す
。
必
ず
納
付

し
ま
し
ょ
う
。

　
　

市
民
課
高
齢
者
医
療
年
金
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎
（80）
1
1
4
2

介
護
保
険

　
　

　

介
護
保
険
は
、
被
保
険
者
の
皆
さ
ん

が
保
険
料
を
負
担
し
、
介
護
が
必
要
と

認
定
さ
れ
た
と
き
に
費
用
の
一
部
を
支

払
い
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
仕

組
み
で
す
。

　

65
歳
以
上
の
方（
第
１
号
被
保
険
者
）

の
保
険
料
の
基
準
額
は
、
介
護
サ
ー
ビ

ス
に
必
要
な
費
用
や
65
歳
以
上
の
方
の

人
口
の
見
込
み
な
ど
を
基
に
、３
年（
平

成

21
～

23
年
度
）を
単
位
と
し
て
算
定

し
ま
す
。

※
詳
細
は
、
７
月
中
旬
に
送
付
の
納
入

通
知
書
に
同
封
す
る
お
知
ら
せ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

　
　

高
齢
者
福
祉
課
介
護
保
険
係

　
　
　
　
　

☎
0
4
7
9

（80）
8
3
7
3

　

該
当
さ
れ
る
方
は
、
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。
婚
姻
日
と
本
籍
地
の
確
認
を
し

ま
す
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
印
鑑

・
本
籍
が
山
武
市
に
な
い
方
は
戸
籍
の

　

全
部
事
項
証
明
書
（
謄
本
）

申
請
期
限　

８
月
24
日

（水）

申
請
先　

高
齢
者
福
祉
課
高
齢
者
福
祉

　

係
、成
東
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
、山
武

　

出
張
所
、蓮
沼
出
張
所

対
象
者　

　
　

平
成
23
年
9
月
1
日
現
在
で
３
か

　

月
以
上
市
内
に
お
住
ま
い
で
、
昭
和

　

35
年
９
月
２
日
か
ら
昭
和
36
年
９
月

　

１
日
に
ご
結
婚
さ
れ
た
ご
夫
婦

祝
金　

5,
0
0
0
円

※
９
月
中
旬
か
ら
各
戸
配
布
し
ま
す
。

　
　

高
齢
者
福
祉
課
高
齢
者
福
祉
係　

　
　
　
　
　

☎
0
4
7
9

（80）
8
3
9
0

保
険
証
の
更
新
と

保
険
料
の
額
が
決
定
し
ま
す

病
気
や
け
が
の
医
療
費
に
充

て
ら
れ
る
大
切
な
財
源
で
す

介
護
が
必
要
と
な
っ
た

人
を
、み
ん
な
で
支
え
ま
す

結
婚
50
周
年
を
迎
え
る
ご
夫
婦

の
長
寿
を
お
祝
い
し
ま
す
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2011.7月




